
久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」からのお知らせです。
来館の際には、マスク着用や手洗いなど、コロナウイルス感染拡大防止へのご協力
をお願いいたします。また、長時間の滞在はご遠慮くださいますよう重ねてお願い
いたします。

　令和４年 11 月５日（土）・６日（日）に開催を予定していた「久米島町子ども読書まつり」の開催
を延期いたします。詳細が決まりましたら、町広報誌、ホームページ等で改めてご案内いたします。

久米島町子ども読書まつりについて

借りている資料の汚損・破損について

今月の読み聞かせ会今月の休館日
・毎週月曜日（休館日）
・17日（木） (資料整理日)
・24日（木） 勤労感謝の日の振替休

・13日（日） 14：30～15：00
・26日（土） 11：00～11：30

新型コロナウイルスの感染状況により、開館日・イベ
ントの開催内容を変更する場合があります。ご了承く
ださい。
また、最新の情報に関しましては、ほんのもりホーム
ページをご覧ください。

ほんのもり
ホームページ

【問い合わせ先】久米島町複合型防災・地域交流センター「ほんのもり」
TEL：098‒987‒7051　FAX：098‒985‒5052　E-mail：honnomori@town.kumejima.okinawa.jp

（　）は、令和４年累計

・救　急 ……………33件 （297件） 
・火　災 …………… 0件 （    0件）
・救　助 …………… 1件 （　 4件）

・風水害 …………… 1件 （  2件） 
・捜　索 …………… 0件 （  1件）
・その他 …………… 1件 （10件）

合計……… 36件 （314件）

9月
出動状況

　新型コロナウイルスの影響により中止してい
た消防フェアを３年ぶりに開催予定です。
　消防フェアは、「管内の幼児・児童生徒及び
保護者、住民を対象に幼児期から防火思想の高
揚を図るとともに消防に対する認識を深めるこ
と」を目的として行われます。お子様も楽しめ
る様々なイベントを用意しておりますので皆様
のご来場を心からお待ちしております。

消消 防防 だだ よよ りり令和４年
第33回消防フェア

　借りた本を破いてしまったり、汚してしまったりしたときは、そのままほんのもりにお持ちください。こちらで状態
を確認したのち、補修可能なものに関しては専用の道具を使って補修します。補修不可能なものに関しては、弁償対
象になります。具体的な弁償対象については、各世帯配布のチラシに詳しく説明していますのでご確認ください。館
内にもチラシを準備していますので、ご不明な点につきましては、カウンタースタッフにお尋ねください。
※ご家庭のセロハンテープ等で補修をした場合や付箋紙ののり部分の劣化なども弁償対象になることがありますので、

汚破損箇所はそのままにしてお持ちください。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては中止になる可能性がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　あなたの所有・管理する建物で、用途変更 ( 部分的な用途変更も含む ) 増改築、建物同士の接続などの工事を行う場合には、消防本部へ必ずご相談下さい。
これらの変更や工事を行ったことにより、消防設備が必要になったが未設置の場合、消防法令違反となり公表の対象になることがあります。

※火災の早期発見と『逃げ遅れ』を防ぐために住宅用火災警報器を設置しましょう。  ※住宅用火災警報器の交換の目安は１０年 です。定期的に作
動の確認をしましょう。
※火入れを行う場合は、必ず消防本部まで連絡するようお願いします。   ※火事・救急・救助は１１９番へお願いします。   ※違反対象物公表制度

　当本部では、建物の規模により、資格がなくても比較的点検の容易な消
火器と誘導標識について、点検から報告書作成までを補助するウェブアプ
リをホームページ上に掲載致しました。
　この機会に、ご自身で点検報告をしてみませんか。

　防火対象物の所有者等（所有者・管理者・占有者）は、消防用設備を設置
した場合、定期的に点検を行い、消防署へ報告する義務があることはご存じ
でしょうか。

消防用設備点検アプリＵＲＬ　　　　　　　
http://www.town.kumejima.
okinawa.jp/docs/2021020200018/

消防用設備等の点検報告のお願い
★点検対象施設とは：150㎡以上の店舗、全ての飲食店、ホテル、共同住宅等

日　時：令和４年11月12日（土）
 14時00～　　　　　　　　　　　　　　
　　　　※天候不良等の場合は中止
場　所：久米島町消防本部
内　容：３on３・イス取りゲーム・
　　　　煙中体験・放水体験など
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